
                         

          市内各校の入学式も 

終了し希望溢れる新学期がスタートしました。 

 各学校、関係機関の皆様方には日頃より当 

センターの活動に対しご理解とご協力をいた 

だいていることに深く感謝を申し上げます。 

 さて、猛威を振るった新型コロナ感染症も 5類へ移行し 

その後社会も平穏を取り戻しつつあり、子どもたちが平常

に戻った学校で、のびのびと学び、成長できることは稚内

市民にとっても大きな喜びであると思います。 

 ただ、全国的にはいじめや不登校は増加し、青少年がか

かわる犯罪はより複雑化する傾向にあります。 

 このような状況の中で、長く子育て運動を継承して来た

稚内市において、子どもたちの安心安全を守る取り組みは

今後とも引き続き重要であると言えるでしょう。 

 当センターでは年 3回、学校と関係者による幹事会を開

催し市内における指導事案の交流や稚内警察署からの補導

事案について交流、共有しております。 

 また、市内で発生した不審者事案などについて警察署と

の連携、精査ののち緊急性を要するものはメールやファッ

クス配信を行っております。 

 当センターの専任育成員による通常街頭育成指導や学

校、関係者のご協力をいただき実施している定例、特別街

頭育成指導では市内各所、施設での声かけを進めておりま

す。さらに、毎日の登下校を見守っていただいているのは

スクールガードボランティアのみなさんです。今年度は隔

年開催の全市交流会も 11 月に予定されております。子ど

もたちを取り巻く状況や日々の成長の様子などが豊かに交

流されることを期待したいものです。 

 このように、稚内市の子どもたちをたくさんの大人が温

かく成長を見守っています。 

 当センターはこのよう 

な活動をつなぎ激励し 

合えるために力を尽く 

していく所存でありま 

すので、今後ともよろ 

しくお願い致します。 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

      

 

  

   

 

      

 

R６.３月１８日（月）雪のち曇り 

・西條ゲームコーナーにて。稚高女子が５～６人プリクラ 

の所で動き回っています。声をかけました。小学 5 年生男子 2 人が来

ました。声かけをしました。今日の予算は２０００円だそうです。ビッ

クリです。 

R６.３月１９日（火）曇り 

・中央児童館にて、体育館では女子 6人が遊んでいました。私も加わって

追いかけっこ。その後私を入れて 6人で入学式ごっこをしました。入場

行進や教室での自己紹介や校歌など。一連の流れをやっていました。私

も面白くて父兄役で座らされました。 

R６.３月２０日（水）雪のち晴れ 

・東活動拠点センターにて、東中 2年男子 5人のバドミントン部が練習 

中でした。東中と宗谷中が強いそうです。4年生 

女子 3人がバドミントンに来ました。 

2階では中学生男子 3人がパソコンゲーム中で 

した。 

・西條ロッテリアにて、親子連れの 4組他休憩中。 

買い物客が 4人でした。 

 

○稚内市携帯メール配信サービス登録は「p.wakkanai-edc@ktaiwork.jp」へ空メールを送信してください。 
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発行：稚内市子ども安全育成センター 

〒０９７－００１２ 

☎ ０１６２－７３－１６０１ 

FAX ０１６２－７３－１５５６ 

所長挨拶 

         安全センターは学校、関係機関から推薦を受けた幹事 18名と 36名の育成委員

で構成されています。 

         幹事の任期は 2年、育成員の任期は 1年となっています。 

              (１)街頭育成指導活動 

               ①通常街頭育成指導 

専任育成員が月～土に市内を巡回 

               ②定例街頭育成指導 

                 金曜日を基本に街頭育成指導（令和 5年度は年間２５回） 

               ③特別街頭育成指導 

                祭典や地域行事、スキー場の巡回指導（令和 5年度は 1１回） 

（２）啓発活動 

 ①「校外生活のめあて」の作成と配布  

 ②「安心・安全マップ」の配布 

 ③「稚内市児童・生徒交通安全のちかい」の配布 

 ④「青少年非行防止ポスター・標語コンクール」の実施 

（令和 5年度応募数 ポスター63作品・標語 191作品） 

 ⑤スクールガードボランティア登録の推進と育成→今年度は全市交流集会を予定（1１月 9日） 

 ⑥不審者情報の配信（令和 5年度 不審者情報メール発信 1件、ほか注意喚起 2件） 

 ⑦「子ども安全育成センターだより」の発行（令和 5年度 6回発行 155号～160号） 

 ⑧「稚内市子ども安全育成センター街頭指導日誌通信」の発行（令和 5年度 21回発行） 

 ⑨防犯ブザーの配布（新入児童に新年度当初配布 令和 6年度は 208個配布） 

               （３）有害環境浄化活動 

                  青少年に悪影響を及ぼす地域や環境の早期発見と改善 

                 （立ち入り検査への参加同行 令和 5年度は 7月 27日実施） 

（４）関係機関・団体との連携強化 

 ①幹事・育成委員合同会議の開催（年度の活動方針・計画の承認） 

 ②幹事会議の開催 

  年 3回（6月・9月・11月）会議を開催し児童生徒にかかわる情報の共有と連携強化をはかる 

 ③青少年健全育成各種運動、会議への参加 

      

安全センターの主な業務について   

 

 安全センターの業務については 5 月に行われる幹事・育成委員合同会議で承認を頂いた後に遂行さ

れます。また、この会議の場で幹事・育成委員の委嘱が行われます。 

１．組織体制  

 

２．年間の主な活動 

育成委員さんの力

を借りて進めます 

子どもたちの声が響く新学期のスタート！スクー

ルガードボランティアさんたちも街頭で見守りと

声かけに頑張っていただいています！ 

まだまだ風も冷たい 4 月。寒い中放課

後の見守りです。スクールガードさんたち

は子どもたちにも人気です。 
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